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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を投写して表示面に表示する投写部と、
　前記表示面を撮像する撮像部と、
　前記表示面に添付された対象物の画像を抽出する範囲を示す第１の領域を、前記撮像部
が撮像した前記表示面の表示状況に応じて設定し、設定した前記第１の領域を示す領域画
像を前記投写部により前記表示面に表示させる制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記表示面において所定の面積を超える空白領域であって、かつ、前記
撮像部と接近した前記空白領域を前記第１の領域に設定することを特徴とする投写装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の投写装置において、
　前記撮像部が撮像した画像を記憶する記憶部を備え、
　前記制御部は、前記撮像部が前記第１の領域を撮像した第１の画像と、前記記憶部に記
憶されている前記第１の領域の第２の画像とを比較し、前記第１の領域に前記対象物が添
付されたか否かを検知することを特徴とする投写装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の投写装置において、
　前記制御部は、前記第１の領域に前記対象物が添付されたことを検知した場合、前記第
１の画像と前記第２の画像との差分に基づいて、前記第１の画像から前記対象物の画像を
抽出することを特徴とする投写装置。
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【請求項４】
　請求項３に記載の投写装置において、
　前記制御部は、抽出した前記対象物に基づく第３の画像を生成し、生成した前記第３の
画像を前記表示面の第２の領域に指示可能に表示させ、前記第３の画像が指示された場合
、前記対象物の画像を第３の領域に表示させることを特徴とする投写装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の投写装置において、
　前記領域画像は、前記第１の領域が所定のパターンで塗りつぶされた画像か、または、
前記第１の領域の外枠が描画された画像であることを特徴とする投写装置。
【請求項６】
　画像を投写して表示した表示面を撮像する撮像工程と、
　前記表示面において添付された対象物の画像を抽出する範囲を示す第１の領域を、前記
撮像工程で撮像した前記表示面の表示状況に応じて設定する設定工程と、
　設定した前記第１の領域を示す領域画像を前記表示面に表示する領域投写工程と、を有
し、
　前記設定工程では、前記表示面において所定の面積を超える空白領域であって、かつ、
前記撮像部と接近した前記空白領域を前記第１の領域に設定することを特徴とする投写方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投写装置および投写方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下記特許文献１に示すように、デジタルカメラ等の撮像手段を内蔵し、原稿台に
載置された資料を撮像手段が撮像し、撮像した画像を投写面に投写する投写装置が知られ
ている。
　このような投写装置において、原稿台に載置された資料を拡大して投写したい場合、ユ
ーザーは撮像する領域を指定する必要があった。例えば、ユーザーは、所望の箇所を含む
対角の２位置に、予め決められたマークを配置することにより拡大する箇所を指示した。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１８７１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、原稿台に多くの資料が載置されていたり、原稿台のボード面に所定のペ
ン等で情報が手書きされていたりする場合、拡大投写する資料と他の資料とを区別すべく
、資料の載置位置を変更したり、手書き情報を他の領域に書き写して移動したりすること
が必要であり、多くの手間と時間を要した。また、投写する資料の大きさが異なる場合、
その都度、マークを移動させて指示するのが煩わしかった。
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、投写対象の資料を載置する原稿台
の領域を容易に設定し、資料の投写を簡便に指示する投写装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　［適用例１］
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　本適用例にかかる投写装置は、画像を投写して表示面に表示する投写部と、前記表示面
を撮像する撮像部と、前記表示面に添付された対象物の画像を抽出する範囲を示す第１の
領域を、前記撮像部が撮像した前記表示面の表示状況に応じて設定し、設定した前記第１
の領域を示す領域画像を前記投写部により前記表示面に表示させる制御部と、を備えるこ
とを特徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば、対象物の画像を抽出する範囲を示す第１の領域は、撮像部が
撮像した表示面の表示状況に応じて設定され、設定された第１の領域を示す領域画像は投
写部により表示面に表示される。従って、対象物の画像を抽出するために添付すべき領域
が明示され、明示された領域に対象物を添付することで対象物の画像を容易に抽出できる
。
【０００８】
　［適用例２］
　上記適用例にかかる投写装置において、前記制御部は、前記表示面において所定の面積
を超える空白領域であって、かつ、前記撮像部と接近した前記空白領域を前記第１の領域
に設定することが好ましい。
【０００９】
　このような構成によれば、空白領域を第１の領域として設定するため、対象物の画像を
抽出する場合に背景領域の影響を排除できることに加え、第１の領域は撮像部と接近して
いるため、第１の領域を撮像する撮像距離が短くなることから、撮像した画像の解像度低
下を抑制できる。
【００１０】
　［適用例３］
　上記適用例にかかる投写装置において、前記撮像部が撮像した画像を記憶する記憶部を
備え、前記制御部は、前記撮像部が前記第１の領域を撮像した第１の画像と、前記記憶部
に記憶されている前記第１の領域の第２の画像とを比較し、前記第１の領域に前記対象物
が添付されたことを検知することが好ましい。
【００１１】
　このような構成によれば、撮像した第１の画像と記憶部に記憶した第２の画像との比較
に基づいて対象物が添付されたことを検知できる。
【００１２】
　［適用例４］
　上記適用例にかかる投写装置において、前記制御部は、前記第１の領域に前記対象物が
添付されたことを検知した場合、前記第１の画像と前記第２の画像との差分に基づいて、
前記第１の画像から前記対象物の画像を抽出することが好ましい。
【００１３】
　このような構成によれば、第１の画像と第２の画像との差分に基づいて対象物の画像を
容易に抽出できる。
【００１４】
　［適用例５］
　上記適用例にかかる投写装置において、前記制御部は、抽出した前記対象物に基づく第
３の画像を生成し、生成した前記第３の画像を前記表示面の第２の領域に指示可能に表示
させ、前記第３の画像が指示された場合、前記対象物の画像を第３の領域に表示させるこ
とが好ましい。
【００１５】
　このような構成によれば、対象物の画像が抽出できたことを第３の画像により表示面に
通知し、第３の画像を指示することで対象物の画像を表示面に表示できる。
【００１６】
　［適用例６］
　上記適用例にかかる投写装置において、前記領域画像は、前記第１の領域が所定のパタ
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ーンで塗りつぶされた画像か、または、前記第１の領域の外枠が描画された画像であって
も良い。
【００１７】
　［適用例７］
　本適用例にかかる投写方法は、画像を投写して表示した表示面を撮像する撮像工程と、
前記表示面において添付された対象物の画像を抽出する範囲を示す第１の領域を、前記撮
像工程で撮像した前記表示面の表示状況に応じて設定する設定工程と、設定した前記第１
の領域を示す領域画像を前記表示面に表示する領域投写工程と、を有することを特徴とす
る。
【００１８】
　このような方法によれば、対象物の画像を抽出する範囲を示す第１の領域は、撮像部が
撮像した表示面の表示状況に応じて設定され、設定された第１の領域を示す領域画像は投
写部から表示面に表示される。従って、対象物の画像を抽出するために添付すべき領域が
明示され、明示された領域に対象物を添付することで対象物の画像を容易に抽出できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係るプロジェクターとホワイトボードが一体化された態様を
示す外観図。
【図２】プロジェクターの機能構成を示すブロック図。
【図３】投写部の光学系を模式的に示す図。
【図４】投写処理を示すフローチャート。
【図５】ホワイトボードの表示状況の遷移を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００２１】
（実施形態）
　図１は、投写装置としてのプロジェクター１００と、インクペン等を使って書き込み可
能なホワイトボード２００とが、保持機構である支持具２８０を介して一体化された態様
を示す外観図である。ホワイトボード２００の上部には支持具２８０が取り付けられ、支
持具２８０がプロジェクター１００を吊り下げるように保持している。
　プロジェクター１００は、投写される光束を反射ミラーにより広角化して投写する機能
を備え、ホワイトボード２００の一方の面（表示面）に投写画像を拡大投写する。尚、本
実施形態では、プロジェクター１００がホワイトボード２００の上部から投写する態様を
想定するが、これには限定されない。例えば、プロジェクター１００がホワイトボード２
００の下部に固定され、下部から投写する態様も想定できる。
　また、ホワイトボード２００は、正面視、左右方向よりも上下方向に長い長方形状とな
るように設置されているが、形状は限定されない。例えば、上下方向よりも左右方向に長
い長方形状であっても良く、上下方向と左右方向とが等しい正方形状であっても良い。
【００２２】
　ホワイトボード２００は、脚部２２０により支持され、脚部２２０の底面にはキャスタ
ー２４０が設けられている。
　また、ホワイトボード２００の表示面の下方には、プロジェクター１００を操作するた
めの操作パネル２３０が設けられ、ユーザーは操作パネル２３０からの操作を介して、所
望の画像を表示面に拡大や縮小して投写させることができる。更に、ユーザーが所定の電
子ペン（図示せず）を把持し、プロジェクター１００によりホワイトボード２００に投写
されるメニュー画面等を指示した場合、プロジェクター１００は電子ペンの指示位置を認
識し、メニュー画面に対応する操作を実行できる。
　また、ホワイトボード２００の表示面には、撮像領域画像２５０が表示されている。ユ
ーザーは、この撮像領域画像２５０が表示する領域に文書等をマグネット等で貼り付けて
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添付することで、プロジェクター１００に文書等の画像データとして取り込ませることが
できる。
　図２は、プロジェクター１００の機能構成を示すブロック図である。プロジェクター１
００は、制御部１０、撮像部３０、操作部４０、画像入力部４５および投写部５０を備え
る。また、制御部１０は、撮像領域設定部１２、画像処理部１４、対象画像抽出部１６、
画像データ記憶部１８、サムネイル画像生成部２０、拡大操作認識部２２および投写画像
生成部２４を備える。
【００２３】
　制御部１０はプロジェクター１００の動作を制御する。撮像部３０は、デジタルカメラ
を想定し、ホワイトボード２００の表示面に表示された画像や、表示面に添付された文書
や、ユーザーがインクペン等でホワイトボード２００の表示面に書き込んだ文字や図形等
を撮像し、撮像した画像データを制御部１０に送る。
　操作部４０は操作パネル２３０を想定し、ユーザーにより所定の操作が指示される。ま
た、画像入力部４５は、図示を略したメモリーカードや通信を介し、投写部５０で投写す
るための画像データが所定のファイル形式で入力される。
　投写部５０は、画像処理部１４から出力される画像信号に基づく画像をホワイトボード
２００の表示面に拡大投写する。
　次に、制御部１０の各機能部について説明する。撮像領域設定部１２は、撮像部３０が
撮像したホワイトボード２００の表示面の画像データを解析し、ホワイトボード２００に
添付される対象物２６０（図５）の抽出範囲を示す撮像領域（第１の領域）を表示面の表
示状況に応じて設定する。一例として、撮像領域は、インクペン等でホワイトボード２０
０に書き込まれていない空白領域（無地領域）であって、かつ、所定の面積を超える領域
が設定される。
【００２４】
　尚、本実施形態では、撮像領域設定部１２は、撮像領域として設定可能な領域を２か所
以上検出した場合、撮像した画像データの品質を維持すべく、撮像部３０との距離が短い
方の領域を撮像領域に決定する。
　更に、撮像領域設定部１２は、設定した撮像領域を示す撮像領域画像２５０を生成し、
生成した撮像領域画像２５０の画像データを画像処理部１４に送り、ホワイトボード２０
０に表示させる。撮像領域画像２５０は、例えば、該当する範囲を所定の色やパターンで
塗りつぶして表示する態様でも良く、また、外枠のみを描画して表示する態様でも良い。
　対象画像抽出部１６は、撮像領域画像２５０が示す撮像領域内に対象物２６０（図５）
が貼り付けられたことを検知し、検知した場合に対象物２６０の画像を抽出する。尚、対
象物２６０は、図形や写真等を含む画像や、文章等のテキスト情報が書き込まれたり、印
刷されたりした資料や原稿等のアナログ素材を想定するが、これには限定されない。
【００２５】
　本実施形態では、対象画像抽出部１６は、所定の時間間隔で撮像部３０に撮像領域画像
２５０の撮像を指示し、撮像部３０が撮像した画像データを取得して画像データ記憶部１
８に記憶する。そして、撮像時刻が異なる複数の画像を比較して画像の差分を抽出するこ
とで、撮像領域内に添付された対象物２６０の画像を取得する。取得した対象物２６０の
画像データは画像データ記憶部１８に記憶すると共に、サムネイル画像生成部２０に送る
。
　サムネイル画像生成部２０は、対象画像抽出部１６から送られる対象物２６０の画像デ
ータに基づいて、対象物２６０のサムネイル画像２７０（図５）を生成し、生成したサム
ネイル画像２７０の画像データを画像処理部１４に送り、ホワイトボード２００に表示さ
せる。
　尚、撮像領域内に複数の対象物２６０が添付された場合、対象画像抽出部１６は対象物
２６０を個々に抽出し、サムネイル画像生成部２０はそれぞれのサムネイル画像２７０を
生成しても良く、また、対象画像抽出部１６は複数の対象物２６０を１つの対象物２６０
として抽出し、サムネイル画像生成部２０は複数の対象物２６０を含む１つのサムネイル
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画像２７０を生成しても良い。
【００２６】
　拡大操作認識部２２は、ホワイトボード２００に表示されたサムネイル画像２７０に対
するユーザーによる拡大操作指示を認識する。本実施形態では、サムネイル画像２７０に
対して電子ペンにより所定の操作を行ったり、操作部４０から拡大表示を指示したりする
態様を想定する。拡大操作認識部２２は、拡大操作指示を認識した場合、サムネイル画像
２７０の拡大表示指示を投写画像生成部２４に送る。
　投写画像生成部２４は、拡大操作認識部２２から送られる拡大表示指示に基づいて、サ
ムネイル画像２７０に対応する対象物２６０の画像データを画像データ記憶部１８から読
み出し、読み出した対象物２６０の画像データを画像処理部１４に送り、ホワイトボード
２００に対象物の投写画像２８５（図５）として表示させる。
　画像処理部１４は、撮像領域設定部１２、サムネイル画像生成部２０または投写画像生
成部２４から送られるそれぞれの画像データに対して画像処理を施し、投写部５０で投写
可能な画像信号を生成し、生成した画像信号を投写部５０に送る。
【００２７】
　本実施形態では、画像処理部１４は、入力した画像データに基づいて、リサイズ処理を
行うと共に、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）およびＢ（青）の各階調を輝度値で表した画像信号およ
び輝度信号を生成する。更に、画像処理部１４は、輝度信号に基づいて特徴量を算出し、
算出した特徴量から算出される伸張係数に基づいて画像信号が伸張処理され、伸張処理さ
れた画像信号は投写部５０の液晶装置８５Ｒ，８５Ｇ，８５Ｂ（図３）にそれぞれ送られ
る。
　尚、制御部１０は、何れも図示を略した、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、Ｒ
ＯＭ（Read　Only　Memory）、およびＲＡＭ（Random　Access　Memory）等をハードウェ
アとして備える。ＣＰＵは、各種演算処理を行う中央処理装置であり、各部との信号の入
出力を行うことによりプロジェクター１００を統括制御する。ＲＯＭは、ＣＰＵが各種演
算処理を行うために用いられる制御プログラムおよび制御データを記憶している。この制
御プログラムには、画像処理部１４において用いられる画像処理プログラムが含まれる。
また、ＲＯＭには、種々のプログラム等も記憶されている。ＲＡＭは、ＣＰＵが各種演算
処理を行う際の作業領域として用いられる。
　上述した制御部１０の各機能部の機能は、これらのハードウェアとプログラムが協働す
ることにより実現している。
【００２８】
　図３は投写部５０の光学系を模式的に示す図である。この図３を参照して光学系の概略
構成を説明する。
　投写部５０の光学系は光学ユニット５１を備えて構成されている。光学ユニット５１は
、光学部品用筐体５２、光源装置５５、照明光学装置６０、色分離光学装置６５、リレー
光学装置７０、光変調装置８０および投写光学装置９０を備えている。これらの各装置を
構成する光学部品は光学部品用筐体５２に収納されている。
　光源装置５５は、光束を射出する発光管５６およびリフレクター５７を備えている。光
源装置５５は、発光管５６から射出された光束をリフレクター５７で反射させて射出方向
を揃え、照明光学装置６０に向けて射出する。尚、照明光軸ＯＣは、光源装置５５から被
照明領域側に射出される光束の中心軸である。尚、光源は、ＬＥＤやレーザー等の固体光
源も想定できる。
　照明光学装置６０はレンズアレイ６１，６２、偏光変換素子６３、重畳レンズ６４およ
びフィールドレンズ６９を備え、光源装置５５から射出された光束に対し、照明光軸ＯＣ
と直交する面内での照度を均一化する機能を有する。

【００２９】
　色分離光学装置６５はダイクロイックミラー６６，６７や反射ミラー６８を備え、照明
光学装置６０から射出された光束を、赤色（Ｒ）光、緑色（Ｇ）光、青色（Ｂ）光の３色
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の色光に分離して３つの液晶装置８５Ｒ，８５Ｇ，８５Ｂに導光する。
　リレー光学装置７０は入射側レンズ７２、リレーレンズ７６および反射ミラー７４，７
８を備える。このリレー光学装置７０は、色分離光学装置６５で分離された色光（本実施
形態ではＲ光）に対し、光路の長さが他の色光の光路の長さよりも長くなるため、光の発
散などによる光の利用効率の低下を防止し、液晶装置８５（本実施形態では液晶装置８５
Ｒ）まで導く。
　光変調装置８０は、３つの入射側偏光板８４、３つの液晶装置８５Ｒ，８５Ｇ，８５Ｂ
、３つの射出側偏光板８６およびクロスダイクロイックプリズム８８を備える。液晶装置
８５Ｒ，８５Ｇ，８５Ｂは、色分離光学装置６５で分離された各色光を画像信号に応じて
変調する。クロスダイクロイックプリズム８８は、液晶装置８５Ｒ，８５Ｇ，８５Ｂによ
り変調された各色光を合成し、投写光学装置９０側に射出する。尚、光変調装置８０は、
デジタルミラーデバイス（ＤＭＤ）を用いた変調方式も想定できる。
【００３０】
　投写光学装置９０は、超短焦点の投写レンズ９２および曲面を有する反射ミラー９４を
備える。この投写光学装置９０は、光変調装置８０で変調され合成された光束を、投写レ
ンズ９２で拡大し、反射ミラー９４で反射してホワイトボード２００の表示面に向けて拡
大投写することにより、画像信号に基づく画像が表示面に表示される。
　次に、図４は、ホワイトボード２００に貼り付けられた対象物２６０の画像を投写する
投写処理（投写方法）を示すフローチャートであり、図５に示すホワイトボード２００に
おける遷移を示した図も参照して説明する。
　例えば、図５（ａ）に示すように、ホワイトボード２００の略中央部には文字が手書き
されている状態を想定する。ユーザーは、操作部４０を操作して投写処理を開始させる。
　投写処理が開始されると、制御部１０は、ホワイトボード２００の表示面の全域を撮像
部３０に撮像させる（ステップＳ３００）＜撮像工程＞。
　次に、制御部１０は、撮像部３０が撮像した表示面の画像データに基づいて、撮像領域
を決定する（ステップＳ３０２）＜設定工程＞。例えば、図５（ａ）のような場合、制御
部１０は、撮像部３０に近い場所であって、空白な領域が所定の基準面積を超える場所と
して、ホワイトボード２００の上方に撮像領域を決定する。
【００３１】
　次に、制御部１０は、図５（ｂ）に示すように、撮像領域を示す撮像領域画像２５０を
ホワイトボード２００に投写することにより、ユーザーに撮像領域を教示する（ステップ
Ｓ３０４）＜領域投写工程＞。尚、撮像領域の決定は、ユーザーが操作部４０を操作する
ことにより、やり直すことができる。従って、ユーザーが所望の撮像領域が得られない場
合、ユーザーは表示面の空白な領域を再配置した後に撮像領域の再決定を指示しても良い
。また、操作部４０や電子ペン等の操作を介して、ユーザーが撮像領域の位置や大きさを
指示する態様も想定できる。
　次に、制御部１０は、撮像部３０に撮像領域を撮像させ、撮像した画像を記憶する（ス
テップＳ３０６）。尚、撮像領域の撮像は、撮像領域が決定された後、自動的に開始され
ても良く、また、ユーザーが操作部４０から所定の操作を行うことで開始されても良い。
　次に、制御部１０は、記憶した画像の中から撮像時刻が異なる複数の画像を比較し、撮
像領域に対象物２６０が貼り付けられたか、否かを判定する（ステップＳ３０８）。
【００３２】
　ここで、複数の画像における撮像領域内の状態に変化が無く、対象物２６０は貼り付け
られていないと判定された場合（ステップＳ３０８でＮｏ）、ステップＳ３０６に戻る。
　他方で、表示面の状態が図５（ｂ）から図５（ｃ）のように遷移し、撮像領域内の状態
に変化が生じた場合、対象物２６０が貼り付けられたと判定され（ステップＳ３０８でＹ
ｅｓ）、制御部１０は、変化前の画像（第２の画像）と変化後の画像（第１の画像）との
差分から対象物２６０の画像を抽出する（ステップＳ３１０）。
　次に、制御部１０は、抽出した対象物２６０の画像を記憶し（ステップＳ３１２）、抽
出した対象物２６０のサムネイル画像２７０（第３の画像）を生成する（ステップＳ３１
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４）。
　次に、制御部１０は、生成したサムネイル画像２７０をホワイトボード２００の第２の
領域に投写して表示する（ステップＳ３１６）。尚、本実施形態では、図５（ｄ）に示す
ように、第２の領域としてホワイトボード２００の下方の空いている領域が決定されるが
、これには限定されない。
【００３３】
　また、このサムネイル画像２７０は、対象物２６０のデジタル画像が生成されたことを
示すシンボル画像であり、ユーザーが指示可能に表示される。尚、サムネイル形式には限
定されず、所定のシンボルマークや、テキスト情報であっても良い。
　次に、制御部１０は、表示されたサムネイル画像２７０に対してユーザーにより拡大表
示が指示されたか、否かを判定する（ステップＳ３１８）。
　ここで、ユーザーにより拡大表示が指示されていないと判定した場合（ステップＳ３１
８でＮｏ）、ステップＳ３１６に戻る。
　他方で、ユーザーにより拡大表示が指示されたと判定した場合（ステップＳ３１８でＹ
ｅｓ）、制御部１０は、サムネイル画像２７０に対応する対象物２６０の画像データを読
み出す（ステップＳ３２０）。
　次に、制御部１０は、読み出した画像データに基づく対象物２６０の投写画像２８５を
ホワイトボード２００の第３の領域に拡大投写し（ステップＳ３２２）、一連の処理を終
了する。尚、本実施形態では、図５（ｅ）に示すように、撮像領域画像２５０が表示され
ていた領域を第３の領域とし、撮像領域画像２５０の表示に替えて対象物２６０の投写画
像２８５を表示する態様を想定するが、これには限定されない。例えば、ユーザーが操作
部４０の操作を介して、第３の領域の位置と、投写画像２８５の大きさを指示する態様も
想定できる。
【００３４】
　以上述べた実施形態によれば、以下のような効果を奏する。
　（１）プロジェクター１００は、ホワイトボード２００の表示面内で空白な領域を探索
し、撮像領域として適する領域を決定してユーザーに教示するため、ユーザーが撮像領域
を決定してプロジェクター１００に通知する手間が不要になることから、対象物２６０の
画像取り込みの迅速化を図れる。
　（２）撮像領域画像２５０が示す領域内に対象物２６０を添付することで、対象物２６
０のデジタル画像が自動生成されるため、ユーザーは、対象物２６０を明示するためのマ
ーカー等の設定が不要になり、投写画像２８５を使ったプレゼンテーション等の他の作業
に専念できる。
　以上のような手法を実施する装置は、単独の装置によって実現される場合もあれば、複
数の装置を組み合わせることによって実現される場合もあり、各種の態様を含むものであ
る。例えば、プロジェクター１００は、制御部１０、投写部５０および撮像部３０が一体
になった構成には限定されず、各部が分離した状態で配置される態様も想定できる。
　また、表示面が床面に平行に置かれ、上方に設置されたプロジェクター１００から下方
に投写する態様も想定できる。この場合、表示面はホワイトボード２００には限定されず
、画像を投写可能な原稿台であっても良い。
　また、ホワイトボード２００には限定されず、透過型のボードであって、プロジェクタ
ー１００がボードの背面側を表示面として投写する、所謂リア投写の態様も想定できる。
　実施形態における各構成及びそれらの組み合わせは一例であり、本発明の趣旨から逸脱
しない範囲内で、構成の付加、省略、置換およびその他の変更が可能である。また、本発
明は実施形態により限定されるものではなく、クレームの範囲によってのみ限定される。
【符号の説明】
【００３５】
　１０…制御部、１２…撮像領域設定部、１４…画像処理部、１６…対象画像抽出部、１
８…画像データ記憶部、２０…サムネイル画像生成部、２２…拡大操作認識部、２４…投
写画像生成部、３０…撮像部、４０…操作部、４５…画像入力部、５０…投写部、５１…
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光学ユニット、５２…光学部品用筐体、５５…光源装置、５６…発光管、５７…リフレク
ター、６０…照明光学装置、６１，６２…レンズアレイ、６３…偏光変換素子、６４…重
畳レンズ、６５…色分離光学装置、６６，６７…ダイクロイックミラー、６８…反射ミラ
ー、６９…フィールドレンズ、７０…リレー光学装置、７２…入射側レンズ、７４，７８
…反射ミラー、７６…リレーレンズ、８０…光変調装置、８４…入射側偏光板、８５，８
５Ｒ，８５Ｇ，８５Ｂ…液晶装置、８６…射出側偏光板、８８…クロスダイクロイックプ
リズム、９０…投写光学装置、９２…投写レンズ、９４…反射ミラー、１００…プロジェ
クター、２００…ホワイトボード、２２０…脚部、２３０…操作パネル、２４０…キャス
ター、２５０…撮像領域画像、２６０…対象物、２７０…サムネイル画像、２８０…支持
具、２８５…投写画像。

【図１】 【図２】
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【図５】
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